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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データに対応する所定の大きさの電源が選択的に印加されるようにする電源供給手
段と、
　有効ディスプレイ領域に形成され、 前記電源が印加されるアノード電極と、
　前記アノード電極の上面に形成される有機発光層と、
　前記有効ディスプレイ領域にあたる前記有機発光層の上面に形成されるカソード電極と
、
　前記カソード電極と一側が接触し、他側は前記有効ディスプレイ領域を囲む非有効ディ
スプレイ領域にまで延長された電源伝達手段と、
　前記電源伝達手段の上部に形成され、前記カソード電極と前記電源伝達手段とが連結さ
れる部分及び外部端子と前記電源伝達手段とが連結される部分にそれぞれ開口部が形成さ
れた絶縁手段と、
を含み、前記カソード電極と前記電源伝達手段とは直接接触する有機電界発光デバイス。
【請求項２】
　前記ディスプレイ領域は、前記有機発光層を酸素、水分に対して隔離する遮蔽手段を含
むことを特徴とする請求項１記載の有機電界発光デバイス。
【請求項３】
　前記カソード電極は、前記遮蔽手段によって隔離された前記有効ディスプレイ領域内部
で前記電源伝達手段と電気的に連結されることを特徴とする請求項１記載の有機電界発光
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デバイス。
【請求項４】
　前記電源伝達手段は、導電性薄膜であることを特徴とする請求項１記載の有機電界発光
デバイス。
【請求項５】
　前記電源供給手段は、薄膜トランジスタであることを特徴とする請求項１記載の有機電
界発光デバイス。
【請求項６】
　前記絶縁手段は、絶縁薄膜であることを特徴とする請求項１記載の有機電界発光デバイ
ス。
【請求項７】
　有効ディスプレイ領域にマトリックス形態に形成され、電源供給手段によって画像デー
タに対応する所定の大きさの電源が選択的に印加されるアノード電極を形成する段階と、
　前記アノード電極の上面に所定の波長の光を発生させる有機発光層を形成する段階と、
　前記有効ディスプレイ領域に一側端部が位置し前記有効ディスプレイ領域を囲む非有効
ディスプレイ領域に他側端部が位置するように電源伝達パターンを形成する段階と、
　前記電源伝達パターンのうち前記有効ディスプレイ領域及び非有効ディスプレイ領域の
一部のみが露出されるように前記電源伝達パターンを絶縁する段階と、
　前記有機発光層の上面を被覆すると同時に前記電源伝達パターンと電気的に直接接触す
るように前記有効ディスプレイ領域に形成されるカソード電極を形成する段階と、
　前記有効ディスプレイ領域が密封されるように遮蔽手段を設置する段階と、
を含む有機電界発光デバイスの製造方法。
【請求項８】
　前記遮蔽手段は、前記有機発光層を酸素、水分に対して隔離する金属缶であることを特
徴とする請求項７記載の有機電界発光デバイスの製造方法。
【請求項９】
　前記電源伝達手段は、導電性薄膜であることを特徴とする請求項７記載の有機電界発光
デバイスの製造方法。
【請求項１０】
　相互絶縁されたゲートライン及びデータラインが交差する領域に形成され、前記ゲート
ラインに接続された第１ゲート電極、前記データラインに接続された第1ソース電極を含
むスイッチングトランジスタ、前記スイッチングトランジスタの第１ドレイン電極に接続
された第２ゲート電極を有する駆動用トランジスタ、前記第１ドレイン電極に並列接続さ
れた第１電極を含む画像保持用キャパシタンス、前記第１電極と対向する第２電極及び前
記駆動用トランジスタの第２ソース電極に接続されたバイアスラインを含む電源供給ユニ
ットと、
　有効ディスプレイ領域に形成され、前記駆動用トランジスタの第２ドレイン電極に接続
されたアノード電極と、
　前記アノード電極の上面に形成される有機発光層と、
　前記有効ディスプレイ領域に当る前記有機発光層の上面に形成されるカソード電極と、
　前記カソード電極と一側が直接接触し他側は前記有効ディスプレイ領域を囲む非有効デ
ィスプレイ領域にまで延長された電源伝達手段と、
　前記電源伝達手段の上部に形成され、前記カソード電極と前記電源伝達手段とが連結さ
れる部分及び外部端子と前記電源伝達手段とが連結される部分にそれぞれ開口部が形成さ
れた絶縁手段と、
を含むことを特徴とする有機電界発光デバイス。
【請求項１１】
　前記有効ディスプレイ領域は、前記有機発光層を酸素、水分に対して隔離する遮蔽手段
を含むことを特徴とする請求項１０記載の有機電界発光デバイス。
【請求項１２】
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　前記遮蔽手段は、前記有機発光層を酸素、水分に対して隔離する金属缶を含むことを特
徴とする請求項１１記載の有機電界発光デバイス。
【請求項１３】
　前記カソード電極は、前記遮蔽手段によって隔離された前記有効ディスプレイ領域内部
で前記電源伝達手段と電気的に接続されることを特徴とする請求項１１記載の有機電界発
光デバイス。
【請求項１４】
　前記電源伝達手段は、導電性薄膜であることを特徴とする請求項１０記載の有機電界発
光デバイス。
【請求項１５】
　前記絶縁手段は、絶縁薄膜であることを特徴とすると請求項１０記載の有機電界発光デ
バイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機電界発光デバイス及びこれの製造方法に関し、特に、有機電界発光物質に
順方向電流を印加するためのカソード電極をカプセル充てん(encapsulation)状態でカソ
ード電極と外部端子が別途の導電物質によって電気的に連結されるようにしてカソード電
極の酸化を最小化する有機電界発光デバイス及びこれの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、有機発光物質が開発された。この有機発光物質は２つの電極の間に介在された状
態で順方向電流が印加されたとき発光する固有の特性を有する。
【０００３】
　特に、この有機発光物質は物質特性によって光の三原色であるレッド波長の光、グリー
ン波長の光及びブルー波長の光がそれぞれ発生することができる。
【０００４】
　最近では、これをディスプレイ分野に応用して液晶表示装置より重さが軽い有機電界発
光ディスプレイ装置が開発されている。
【０００５】
　このような有機電界発光デバイスにおいてフルカラーでディスプレイを実施するために
は２つの電極であるアノード電極、カソード電極及びこれらの間に介在された有機電界発
光物質で構成される有機発光層を必要とする。
【０００６】
　アノード電極は透明基板上にマトリックス形態で解像度の3倍にあたる個数が形成され
る。各アノード電極にはマトリックス形態で薄膜トランジスターが一つずつ連結される。
アノード電極は透明で導電性であるインジウム酸化すず(Indium Tin Oxide)またはインジ
ウム酸化亜鉛(Indium Zinc Oxide)物質で製作される。
【０００７】
　薄膜トランジスターはゲート電極、ソース電極、チャンネル層、ドレーン電極を含む。
【０００８】
　薄膜トランジスターにゲート電極は行単位でゲートラインに連結される。また、薄膜ト
ランジスターのソース電極は列単位でデータラインに連結される。
【０００９】
　図１は従来有機電界発光デバイスの断面図である。図１を参照すればドレーン電極には
アノード電極(1)が連結される。このアノード電極(1)は有機電界発光物質に正孔(electri
c hole)を供給する役目をする。
【００１０】
　有機電界発光物質は、レッド波長の光を発生させるレッド有機電界発光物質(4)、グリ
ーン波長の光を発生させるグリーン有機電界発光物質(6)、ブルー波長の光を発生させる
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ブルー有機電界発光物質(8)を含む。これらは図１に図示したようにアノード電極(1)の上
面に薄膜形態に形成される。
【００１１】
　カソード電極(10)はアノード電極(1)で提供した正孔に結合される電子を供給するため
に有機電界発光物質(4、6、8)の上面に形成される。このカソード電極(10)は主に純粋ア
ルミニウムまたは合金アルミニウム材質でアノード電極(1)が含まれるように基板全面積
にかけて均一な厚さに形成される。
【００１２】
　しかし、現在まで開発された有機電界発光物質(4、6、8)は大気中の酸素及び水分に非
常に脆弱な短所を有する。このような短所を有する有機電界発光物質(4、6、8)が酸素及
び水分に露出される場合、高分子鎖が切れるとか酸素及び水分と化学反応して劣化が発生
する。
【００１３】
　これによって有機電界発光デバイスは所望の波長の光を発生しないとか寿命が急速に短
縮されるなどの致命的な問題が発生する。
【００１４】
　従って、アノード電極(1)、有機発光物質(4、6、8)及びカソード電極(10)まで形成され
た状態で有機発光物質(4、6、8)が大気中の酸素及び水分と接触しないようにしなければ
ならない。
【００１５】
　このために、有機発光物質(4、6、8)は金属缶(12)及びシーラント(12a)によって外部酸
素及び水分から隔離される。このとき、カソード電極(10)のうち端子部分(14)は図１に図
示するように金属缶(12)によって密封されないで外部に対して露出している。
【００１６】
　このようにカソード電極(10)の端子部分(14)が空気及び水分にそのまま露出する場合、
露出された部分には酸化膜が形成されて酸化による電気的特性減少、接触不良が発生し、
これによってディスプレイ特性が大きく低下するという問題点を有する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　従って、本発明のこのような従来の問題点を勘案し、本発明の第１の目的はカソード電
極の端子部分の電気的特性及び接触不良を最小化する有機電界発光デバイスを提供するこ
とにある。
【００１８】
　本発明の第２の目的はカソード電極の端子部分の電気的特性及び接触不良を最小化する
ことにおいて必須的な有機電界発光デバイスの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　このような本発明の第１の目的を具現するために本発明は画像データに対応する所定の
大きさの電源が選択的に印加されるようにする電源供給手段と、有効ディスプレイ領域に
形成され、 前記電源が印加されるアノード電極と、前記アノード電極の上面に形成され
る有機発光層と、前記有効ディスプレイ領域にあたる前記有機発光層の上面に形成される
カソード電極と、前記カソード電極と一側が接触し、他側は前記有効ディスプレイ領域を
囲む非有効ディスプレイ領域にまで延長された電源伝達手段とを含む有機電界発光デバイ
スを提供することにある。
【００２０】
　本発明の第２の目的を具現するために、本発明は有効ディスプレイ領域にマトリックス
形態に形成され、電源供給手段によって画像データに対応する所定の大きさの電源が選択
的に印加されるアノード電極を形成する段階と、前記アノード電極の上面に所定の波長の
光を発生させる有機発光層を形成する段階と、前記有効ディスプレ領域に一側端部が位置
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し前記有効ディスプレイ領域を囲む非有効ディスプレイ領域に他側端部が位置するように
電源伝達パターンを形成する段階と、前記電源伝達パターンのうち前記有効ディスプレイ
領域及び非有効ディスプレイ領域の一部のみが露出されるように前記電源伝達パターンを
絶縁する段階と、前記有機発光層の上面を被覆すると同時に前記電源伝達パターンと電気
的に接続されるように前記有効ディスプレ領域に形成されるカソード電極電極を形成する
段階と、前記有効ディスプレイ領域が密封されるように遮蔽手段を設置する段階とを含む
有機電界発光デバイスの製造方法を提供することにある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の望ましい１実施例をより詳細に説明する。
【００２２】
　図２は本発明の１実施例による有機電界発光デバイスの概念図である。
【００２３】
　図２に示すように、有機電界発光デバイス(200)は複数個の有機電界発光素子(210、220
、230)で構成される。本発明では１実施例として３つの有機電界発光素子を図示している
。
【００２４】
　有機電界発光素子(210、220、230)は２つの薄膜トランジスター(Thin Film Transistor
; TFT)、１つの画像保持用キャパシター(240)、薄膜トランジスターを駆動するための駆
動信号線(250、260、270)及びピクセル(280)で構成される。
【００２５】
　具体的に、図面符号290で図示された薄膜トランジスターはスイッチングトランジスタ
ーで、図面符号300で図示された薄膜トランジスターは駆動用トランジスターである。
【００２６】
　駆動信号線(250、260、270)は導電性金属物質でスイッチングトランジスター(290)のゲ
ート電極(292)に連結されるゲートライン(250)、スイッチングトランジスター(290)のソ
ース電極(294)に連結され、ゲートライン(250)と絶縁されるように直交するデータライン
(260)及びデータライン(260)と平行のバイアスライン(270)である。
【００２７】
　以下、駆動信号線(250、260、270)、スイッチングトランジスター(290)、駆動用トラン
ジスター(300)、画像保持用キャパシター(240)の結合関係をより具体的に説明すると次の
ようである。
【００２８】
　スイッチングトランジスター(290)はゲートライン(250)とデータライン(260)とが交差
する内部領域に形成される。
【００２９】
　スイッチングトランジスター(290)のゲート電極(292)にはゲートライン(250)が連結さ
れ、スイッチングトランジスター(290)のソース電極(294)にはデータライン(260)が連結
される。
【００３０】
　スイッチングトランジスター(290)の出力電極であるドレーン電極(296)は画像保持用キ
ャパシター(240)の第1電極(242)及び駆動用トランジスター(300)のゲート電極(302)に並
列方式で同時に連結される。
【００３１】
　このとき、画像保持用キャパシター(240)の第１電極(242)と対向する第２電極(244)及
び駆動トランジスター(300)のソース電極(304)は所定の電源が印加されたバイアスライン
(270)に連結される。
【００３２】
　駆動トランジスター(300)に形成されたドレーン電極(306)はピクセル(280)と連結され
る。
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【００３３】
　これらの駆動を説明すると次のようである。まず、すべてのデータライン(260)には順
次に所定電源が印加される。続いて、１番目のゲートライン(250)にスイッチングトラン
ジスター(290)をターンオンさせることにおいて十分な電源が短い時間の間に印加される
。
【００３４】
　これによって、スイッチングトランジスター(290)のチャンネル層は導電状態になる。
結局、データライン(260)に印加された電源はスイッチングトランジスター(290)のソース
電極(294)及びチャンネル層(図示せず)を通じてドレーン電極(296)に出力される。
【００３５】
　このように、スイッチングトランジスター(290)のドレーン電極(296)に出力された電源
は２種の経路に印加される。
【００３６】
　第１の印加経路は画像保持用キャパシター(240)の第１電極(242)である。このとき、画
像保持用キャパシター(240)の第２電極(244)には既に電源が供給された状態であるため、
第１電極(242)に電源が印加されることで画像保持用キャパシター(240)は充電される。
【００３７】
　第２の印加経路は駆動用トランジスター(300)のゲート電極(302)である。このとき、駆
動用トランジスター(300)のソース電極(304)にはバイアスライン(270)から供給された電
源が印加された状態であるので、駆動用トランジスター(300)のゲート電極(302)に電源が
供給される瞬間ソース電極(304)に印加された電源はチャンネル層を通じてドレーン電極(
306)に出力される。ドレーン電極(306)に出力された電源はピクセル(280)に印加される。
【００３８】
　このとき、スイッチングトランジスター(290)はゲートライン(250)に電源が印加される
ごく短い時間の間のみ駆動用トランジスター(300)のゲート電極(302)に電源を供給する。
【００３９】
　しかし、スイッチングトランジスター(290)がターンオフする瞬間、画像保持用キャパ
シター(240)に充電された電源が放電されながら駆動用トランジスター(300)は所定の時間
、例えば、１つのフレームが保持される時間の間駆動用トランジスター(300)がターンオ
ン状態を保持するようにする。
【００４０】
　このような過程を経って駆動用トランジスター(300)のドレーン電極(306)から出力され
た電源はピクセル(280)に印加される。
【００４１】
　図３は本発明の１実施例による有機電界発光デバイスのプロファイルを図示した概念図
である。
【００４２】
　図３に示すように、ピクセル(280)は透明な導電性アノード電極(282)、アノード電極(2
82)の上面に形成された有機発光層(283)及び有機発光層(283)を含んで全面積にかけて所
定の厚さに形成されるカソード電極(284)及び電源伝達パターン(500)で構成される。
【００４３】
　図３に図示した図面符号410は有効ディスプレイ領域で、図面符号420は非有効ディスプ
レイ領域である。有効ディスプレイ領域は実際の画像が表示される領域であり、非有効デ
ィスプレイ領域は画像が表示されない領域である。
【００４４】
　このとき、有効ディスプレイ領域(410)にはアノード電極(282)、有機発光層(283)及び
カソード電極(284)が形成される。この有効ディスプレイ領域(410)は有機発光層(283)が
酸素または水分によって劣化されないように金属缶(700)がカプセル充てんされる。この
とき、カソード電極(284)は金属缶(700)によって全体が密封されて酸化が発生しない。
【００４５】
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　しかし、カソード電極(284)が金属缶(700)によって外部と隔離される場合非有効ディス
プレイ領域(420)からカソード電極(284)に電源を供給することができなくなる。
【００４６】
　電源伝達パターン(500)は隔離されたカソード電極(284)に外部電源が供給することがで
きるようにする。
【００４７】
　電源伝達パターン(500)は一側端部が有効ディスプレイ領域(410)に形成され、他側端部
は非有効ディスプレイ領域(420)に形成される。
【００４８】
　具体的に、電源伝達パターン(500)の一側端部は有効ディスプレイ領域(410)に形成され
たカソード電極(284)と連結され、他側端部は非有効ディスプレイ領域(420)に形成された
外部端子(図示せず)と連結される。
【００４９】
　このとき、電源伝達パターン(500)は外部端子と連結される部分及びカソード電極(284)
と連結される部分のみが露出するようにし、残り部分は絶縁薄膜(600)によって覆われる
ように構成する。
【００５０】
　このとき、絶縁薄膜(600)は電源伝達パターン(500)の酸化及び酸化による接触不良を最
小化するためである。
【００５１】
　図４ないし図９は本発明の１実施例による有機電界発光デバイスの製作方法を図示した
概念図である。
【００５２】
　図４は本発明の１実施例によって基板に薄膜トランジスターが形成されたことを図示し
た工程図である。
【００５３】
　図４に示すように、基板(281)にはマトリックス形態でスイッチング薄膜トランジスタ
ー及び駆動用薄膜トランジスターが形成される。
【００５４】
　図４には駆動用薄膜トランジスター(300)が図示されている。
【００５５】
　駆動用薄膜トランジスター(300)を製造する過程はチャンネル層(301)、第１絶縁膜(305
)、ゲート電極(302)、第２絶縁膜(308)、コンタクトホール(309)、ソース電極(304)、ド
レーン電極(306)を形成する過程で構成される。駆動用薄膜トランジスター(300)を製造す
る過程は前述したスイッチング薄膜トランジスターを製造する過程と同様であり、スイッ
チング薄膜トランジスターも駆動用薄膜トランジスター(300)とともに製造される。
【００５６】
　このとき、駆動用薄膜トランジスター(300)は基板(281)の有効ディスプレイ領域(410)
に形成される。
【００５７】
　チャンネル層(301)は基板(281)の全面積にかけてアモルファスシリコンまたはｎ＋イオ
ンがドーピングされたアモルファスシリコンを所定の厚さに蒸着した状態で写真食刻工程
でこれらをパターニングして製作する。
【００５８】
　第１絶縁膜(305)はチャンネル層(301)が覆われるように基板(281)の全面積にかけて形
成される。
【００５９】
　ゲート電極(302)は第１絶縁膜(305)の上面に全面積にかけてゲート金属層を形成した後
、ゲート金属層をパターニングして形成される。パターニングされたゲート電極(302)は
第１絶縁膜(305)のうちチャンネル層(301)の上面にあたる所に形成される。
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【００６０】
　第２絶縁膜(308)はゲート電極(302)を絶縁する役目をする。これを具現するために第２
絶縁膜(308)は基板(281)の全面積にかけて形成される。
【００６１】
　コンタクトホール(309)は第１絶縁膜(305)及び第２絶縁膜(308)の一部を写真蝕刻する
ことにより形成される。コンタクトホール(309)は、ゲート電極(302)に近接するとともに
ゲート電極(302)の両側に位置して設けられる。チャネル層(301)は、コンタクトホール(3
09)を通じて露出される。
【００６２】
　ソース電極(304)及びドレーン電極(306)は、コンタクトホール(309)が形成された第２
絶縁膜(308)の上面に蒸着されたソース/ドレーン金属をパターニングして形成する。
【００６３】
　ソース電極(304)及びドレーン電極(306)を形成する過程で有効ディスプレイ領域(410)
から非有効ディスプレイ領域(420)に至るまで電源伝達パターン(500)がともに形成される
。
【００６４】
　図５は本発明の１実施例によって基板に形成された第３絶縁膜を図示した工程図である
。
【００６５】
　図５に示すように、駆動薄膜トランジスター(300)及び電源伝達パターン(500)が覆われ
るように基板(281)には第３絶縁膜(600)が形成される。
【００６６】
　第３絶縁膜(600)が形成された状態で図５に図示されたようにドレーン電極(306)の一部
及び電源伝達パターン(500)のうち有効ディスプレイ領域(410)及び非有効ディスプレイ領
域(420)にはそれぞれコンタクトホール(610、620、630)が形成される。
【００６７】
　図６は本発明の１実施例によって基板に形成されたアノード電極を図示した工程図であ
る。
【００６８】
　図６に示すように、アノード電極(282)は第３絶縁膜(600)の上面に形成された透明で導
電性であるインジウム酸化すずまたはインジウム酸化亜鉛材質からなるインジウム酸化す
ず薄膜をパターニングして形成する。このとき、パターニングされたアノード電極(282)
はドレーン電極(306)に連結される。
【００６９】
　図７は本発明の１実施例によって基板に形成された有機発光層を図示した工程図である
。
【００７０】
　図７に示すように、有機発光層(283)はアノード電極(282)の上面に局部的に形成される
。この有機発光層(283)はレッド波長の光を発生させるレッド有機発光層、グリーン波長
の光を発生させるグリーン有機発光層及びブルー波長の光を発生させるブルー有機発光層
である。図示していない図面符号283aは有機発光層のエッジを囲む有機壁(organic wall)
である。
【００７１】
　図８は本発明の１実施例によって基板に形成されたカソード電極を図示した工程図であ
る。
【００７２】
　図８に示すように、カソード電極(284)は有機発光層(283)が全部覆われるように基板(2
81)の上面のうち有効ディスプレイ領域(410)に形成される。
【００７３】
　このとき、カソード電極(284)は有機発光層(283)に連結及び第３絶縁膜(600)のうち電
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源伝達パターン(500)を露出させるコンタクトホール(620)に連結される。
【００７４】
　図９は本発明の１実施例によって基板に形成された密封キャップを図示した工程図であ
る。
【００７５】
　図９に示すように、密封キャップ(700)はシーラント(710)により有効ディスプレイ領域
(410)が密封されるように形成されて有機電界発光デバイスが製作される。
【００７６】
　このような方法によって製作された有機電界発光デバイスによって表示が実施される方
法を図２ないし図３を参照して説明すると次のようである。
【００７７】
　まず、すべてのデータライン(260)に所定電源が印加された状態で、ゲートライン(250)
にはスイッチング薄膜トランジスター(290)の入り口電圧より高い電圧が印加される。
【００７８】
　データライン(250)にかかっていた電源はスイッチング薄膜トランジスター(290)のソー
ス電極(294)及びチャンネル層を通じてドレーン電極(296)に印加される。
【００７９】
　以後、ドレーン電極(296)に印加された電源は、並列方式で画像保持用キャパシター(24
0)を充電すると同時に駆動用薄膜トランジスター(300)のゲート電極(302)に入り口電圧よ
り高い電圧を印加する。
【００８０】
　このとき、ゲートライン(250)にはごく短い時間の間だけ入り口電圧より高い電源がか
かる。これによって、スイッチング薄膜トランジスター(290)のドレーン電極(296)への電
源供給が中断される場合、画像保持用キャパシター(240)に保存された電荷が放電する。
【００８１】
　したがって、画像保持用キャパシター(240)に充電された電源が、１つのフレームに対
応する時間の間、ターンオン電圧が駆動用薄膜トランジスタ(300)のゲート電極(302)に続
けて印加される。その結果、バイアスライン(270)からピクセル(280)のアノード電極(282
)には所定の電流が持続的に供給される。
【００８２】
　一方、外部端子から供給された電源(Vcathode)は電源伝達パターン(500)を通じて非有
効ディスプレイ領域(420)から有効ディスプレイ領域(410)に供給された後、カソード電極
(284)に供給される。
【００８３】
　このようにして、カソード電極(284)では電子が有機発光層(283)に供給され、アノード
電極(282)には正孔が持続的に供給されるによって、有機発光層(283)では正孔及び電子の
結合によるエネルギーレベルの変化が発生する。
【００８４】
　これによって、有機発光層(283)の特性によってそれぞれレッド、グリーン、ブルー波
長を有する光を発生する。
【００８５】
　以後、発生された光はアノード電極(282)及び透明基板(281)を通過した後使用者の目に
入射して所望の画像が表示される。
【００８６】
　以上、前述したように有機電界発光素子を形成する過程で、カソード電極を金属缶で被
覆される有効ディスプレイ領域のみに形成し、非有効ディスプレイ領域での電源供給は必
要な部分のみが開口された電源伝達パターンによって実施することでカソード電極の酸化
及びこれによる接触不良を防止する効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
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【図１】従来のカソード電極と端子が同一工程によって形成される有機電界発光デバイス
の概念図である。
【図２】本発明の１実施例による有機電界発光デバイスのブロック図である。
【図３】本発明の１実施例による有機電界発光デバイスのプロファイルを図示した概念図
である。
【図４】本発明の１実施例によって基板に薄膜トランジスターが形成されたことを図示し
た工程図である。
【図５】本発明の１実施例によって基板に形成された第３絶縁膜を図示した工程図である
。
【図６】本発明の１実施例によって基板に形成されたアノード電極を図示した工程図であ
る。
【図７】本発明の１実施例によって基板に形成された有機発光層を図示した工程図である
。
【図８】本発明の１実施例によって基板に形成されたカソード電極を図示した工程図であ
る。
【図９】本発明の１実施例によって基板に形成された密封キャップを図示した工程図であ
る。
【符号の説明】
【００８８】
４、６、８　　有機発光物質
１０　　　カソード電極
１２　　　金属缶
１２ａ　　シーラント
２００　　　有機電界発光デバイス
２１０、２２０、２３０　　複数個の有機電界発光素子
２４０　　　画像保持用キャパシター
２５０、２６０、２７０　　駆動信号線
２８０　　　ピクセル
２８１　　　基板
２８２　　　導電性アノード電極
２８３　　　有機発光層
２８４　　　カソード電極
３００　　　駆動用薄膜トランジスター
３０１　　　チャンネル層
３０２　　　ゲート電極
３０４　　　ソース電極
３０５　　　第１絶縁膜
３０６　　　ドレーン電極
３０８　　　第２絶縁膜
３０９　　　コンタクトホール 
４２０　　　非有効ディスプレイ領域
５００　　　電源伝達パターン
６００　　　第３絶縁薄膜
６１０、６２０、６３０　コンタクトホール
７００　　　金属缶
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